
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 新旧対照法令

改正前 R3.9.1改正後

（略）

（法第72条第6項の規定による承諾に関する手続等）

第10条 （略）

２ （略）

（新設）

３ 第二項の規定は、法第73条第3項の規定による承諾について準用する。

（略）

（略）

（法第72条第6項の規定による承諾等に関する手続等）

第10条 （略）

２ （略）

３ 前二項の規定は、法第72条第7項の規定による承諾について準用する。こ

の場合において、第1項中「係る当該管理組合を構成するマンションの区分

所有者等又は」とあるのは、「係る」と読み替えるものとする。

４ 第一項及び第二項の規定は、法第73条第3項の規定による承諾について準

用する。

（略）


